
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業所名  担当者名  

Ｔ Ｅ Ｌ  Ｆ Ａ Ｘ  

E－mail  

相談内容 
①新潟県新事業チャレンジ補助金  ②小規模事業者持続化補助金    ③ものづくり補助金  

④その他補助金制度（                                 ） 

希望日時 

      

 

月    日 
※上記日程よりお選びください 

①13:00～14:00 ②14:30～15:30 ③16:00～17:00 

事業環境変化対応型支援事業 

小千谷商工会議所 

当所では、原材料価格等の高騰等により収益に影響を受けている中小・小規模事業者の

皆様を支援するため、補助金個別相談会を開催します。 

補助金対応個別相談会のご案内 

日程・会場 

時間：１３:００～１７:００   会場：小千谷商工会議所 ２F 役員室 

4 月 28 日

（金） 

相談時間は１回６０分 各日、先着３件の予定です。 

5 月 9 日

（火） 

5 月 15 日

（月） 

5 月 24 日

（水） 

6 月 2 日

（金） 

6 月 20 日

（火） 

7 月 7 日

（金） 

7 月 20 日

（木） 

8 月 8 日

（火） 

8 月 23 日

（水） 

9 月 1 日

（金） 

内 容 

原材料価格の高騰等に

より影響を受けた事業

者で新たな分野への挑

戦を検討し、補助金を

活用したい方。 

参加費 

個別相談 

フォローアップ 

 

 

 

 

無 料 

小 千 谷 商 工 会 議 所 
FAX：0258-83-3632 個別相談会 申込書 

申込日：Ｒ5 年   月    日 

下記申込書にご記入のうえ、メール又は FAX でお申し込みください。お申し込み後折り返しご連絡いたします。 

行 

E-mail：shien@ojiyacci.org 

※「参加方法」「相談内容」「希望日時」お選びください。 

対 象 

中小企業診断士 

小松 俊樹 氏が

個別相談と必要に応

じてフォローアップ

を実施いたします。 



 

新潟県新事業チャレンジ補助金 

 電気・ガス料金等の高騰により収益に影響を受けている県内中小企業が行う、経済社会活動 

の変化に対応するための新たな商品サービスの開発等の取り組みの費用を一部補助します。 

 ※令和５年４月４日現在、詳細は公表されておりませんので、上記内容は変更する場合があります。 

  必ず新潟県のホームページをご確認ください。 

 

小規模事業者持続化補助金 

小規模事業者等が販路開拓等に取り組む費用の一部を補助する制度です。 

※申請にあたっては、必ず補助金事務局ホームページをご確認ください。 

                ＵＲＬ：https://r3.jizokukahojokin.info/ 

    

その他、ものづくり補助金、事業再構築補助金などのご相談も可能です。 

 一般型 重点型 

補助対象者 
電気・ガス料金等の高騰により収益に

影響を受けている県内中小企業者 

県内中小企業であること 

（売り上げ減少要件はなし） 

補助対象事業 

新たな商品・サービスの開発や新たな

販売・提供方法への転換等、経済社会

に対応するための前向きな取り組み 

DX や温室効果ガスの排出削減に資する

製品・サービスの開発や生産プロセス・

サービス、提供方法の改善等の取り組み 

補助率 １／２以内 ２／３以内 

補助上限額 １００万円 １３３万３千円 

応募期間 ４月中旬より６月上旬（予定） 

補助対象者 小規模事業者 

補助対象事業 
事業者自ら作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取り

組みや、販路開拓等と併せて行う業務効率化（生産性向上）の取り組み 

補助率 対象経費の 2/3 ※賃金引上げ枠の内赤字事業者については 3/4 

補助上限額 
50 万円（通常枠）200 万円（賃金引上げ枠、卒業枠、後継者育成枠、創業枠） 

※インボイス特例の要件を満たしている場合は、補助上限に 50 万円を上乗せ 

申請締切 

第 12 回申請締切 2023 年 6 月 1 日(木)   

第 13 回申請締切 2023 年 9 月 7 日(木) 

※郵送は締切日当日消印有効 

※商工会議所が発行する事業支援計画書(様式４)の受付締切は、各申請締切の 

１週間前までです。 

補助対象経費 

機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費（Web 広告・バナー広告等含む）、 

展示会等出展費（オンライン展示会・商談会等を含む）、旅費、開発費、資料購

入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託費・外注費 

※ウェブサイト関連費のみでの申請は不可 

※「業務効率化のためのソフトウェア」の経費は、ウェブサイト関連費に該当 


